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　最初に、通信教育科社会福祉一般養成課程の佐
竹から発表させていただきたいと思います。普段
は、リカレント教育で社会人の方を対象としまし
て、１年６カ月で社会福祉士の受験資格を取得で
きる課程の主任をしています。それと併せまして、
子ども家庭福祉分野での研究をしてるので、今回、
子ども家庭福祉分野における本学の取り組み、特
に 2017 年以降、本学の子ども家庭福祉分野の教
員とともに取り組みました研修、要保護児童対策
調整機関専門職研修を中心に発表したいと思って
おります。

　報告のほうですが、私の持ち時間 20 分という
ことで、３点の項目について話していきたいと思
います。子ども家庭福祉分野における、研修制度
の実施の背景に基づきまして本学で取り組んでき
た内容を１点から５点、そして最後に、本学では
ないんですが、現在、話題になってます子ども家
庭福祉士という新たな国家資格について、私なり
に論点というのを整理していきたいと思っており
ます。
　最初にですが、この研修制度が出てくる背景と
いうのを見ていきたいと思います。一つ目が児童
福祉法の改正のため、社会保障審議会の児童部会
が開催されました。それが 2015 年に開かれた部
会の中で新たな子ども家庭福祉の国家資格が必要
ではないかということを発言されてる委員がい
らっしゃいまして、それに対し、社会福祉士会で
あったりとか、その当時でいう社養協という社会
福祉士を養成する学校などについては、反対意見
などを述べて、最終的には 2016 年の３月に報告
書、『新たな子ども家庭福祉の在り方に関する専
門委員会報告』の中で、児童福祉司については一

定基準に適合する研修の受講を義務付けるべきで
あるという内容の報告書を出しまして、それに基
づいて児童福祉法が 2016 年の５月に改正されま
した。
　その改正の内容というのは、一つ目は任用前講
習会というように児童福祉司になる前の方に対す
る講習会を義務付けたこと。二つ目が任用後研修
というように、児童福祉司に現在従事してる人に
対する研修を義務付けた。３点目は実務経験があ
る方を対象としましたスーパーバイザーの研修に
ついて義務付けたこと。４点目としましては、市
町村などに置かれてます、要対協の調整する専門
職の研修を義務付けたという内容になっていま
す。
　それを具体的に図で示すと、社会福祉主事を
持っている人が児童福祉関係に従事して、児童福
祉司に就くときは任用前の講習会といわれるも
の、これが新たに義務付けていて、２番目に書か
れているのが任用後、児童福祉司に従事している
人に対して必ず任用後の受講を義務付けている。
３番目に５年以上児童福祉司としての経験のある
方についてはスーパーバイザーとしての講習会を
受けて、スーパーバイザーになりなさいというよ
うな、児童福祉司に対しては三つの研修が新たに
設けられたということです。以前から児童福祉司
につきましては、中央福祉学院などで、通信で児
童福祉司の任用資格を取得できるものであったり
とか、武蔵野学院という児童自立支援施設で、住
み込みで学ぶような課程というのがあるんです
が、新たに追加したという内容になります。
　要対協についてです。要対協というのは平成
16 年、2004 年に児童福祉法に法定化されて、市
町村などに子ども関係の関係機関を調整し、そし
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て連携して課題に対応する要保護児童対策地域協
議会、略して要対協というものが設置されるよう
になりました。そこを調整する調整機関というの
が必ず１カ所、ほとんどが市町村の担当部局、児
童福祉課であったりとか、子育て支援課というよ
うな担当部局が会議の運営を行ったりとか、あと
ケースの管理をしたりというようなことを中心に
行う調整機関も設置しなければならない、そこに
は専門職を配置しなさいということで、平成 29
年現在、8235 人がこの調整機関に所属して配置
されているという形になります。その調整する職
員に対しても研修を義務付けたというのが、今回
の児童福祉法の改正の内容になります。
　具体的にどういうカリキュラムになっているの
かというと、座長が関西大学の山縣先生で「子ど
も家庭福祉自体の専門性確保ワーキンググルー
プ」が何回か持たれましてカリキュラムが検討さ
れました。それぞれ任用前の講習会、任用後の研
修、そしてスーパーバイザー研修、そして要対協
の専門職研修となっているのですが、トータル目
標を定めたり、研修時間、期間とかを決めていま
す。
　実施主体としましては都道府県、指定都市、児
童相談所設置市というように基本的に児童相談所
の設置する所は自分たちの所でやることになりま
す。都道府県等から委託を受けることで、学校法
人、株式会社等が研修を実施できます。そういう
ような委託という形で学校法人である日本社会事
業大学が実施することになりました。
　細かくなるんですが、それぞれの科目になりま
す。任用前は 13 科目 20 コマ 30 時間、任用後は
８科目 20 コマ 30 時間、スーパーバイザー研修は
11 科目 19 コマ 28.5 時間、要対協研修では 12 科
目 19 コマ 28.5 時間というような時間が割り当て
られてます。内容としましては下のほうに書いて
ありますが、講義と演習というように、例えば講
義１コマ、演習１コマというように、課目によっ
ては講義だけではなく演習も含めて行いなさいと
いうようなことも設定されております。
　このようなカリキュラムを受けて、本学でモデ

ル事業ということでいち早く取り組みました。こ
のカリキュラム検討というのは 2016 年の秋ぐら
いから始まって 2017 年ぐらいに大体、こういう
カリキュラムになりますよということが案として
出てきて、正式には、2017 年の４月１日から研
修の義務化するのですが、それ以前にいち早く、
そのカリキュラム案を参考に実施しようというこ
とで、本学の通信教育科、で取り組むようになり
ました。
　開催は 2017 年２月 25 日の土曜日と 26 日の日
曜日という２日間、モデル事業ですので本来の研
修、全てを実施するというわけではなく、その中
からピックアップして科目を選んで行いました。
参加したのが演習と講義の部分は 42 名、全国の
市町村、児童相談所関係者など、あと本学の卒業
生なども含めて子ども家庭福祉の分野に従事され
てる方、興味のある方に参加していただきました。
２日目にはシンポジウムを持ちました。講堂を会
場としまして 120 人近くが参加した内容になって
います。主催は本学ですが、全国生活協同組合連
合会からの助成を受けて実施しています。
　具体的なカリキュラムになりますが、科目とし
ては「子どもの虐待対応について」というのと、
「要保護児童対策協議会について」、そして２日目
には「子ども家庭支援のためのソーシャルワーク
について」というような三つの科目を実施して、
２日目の午後はシンポジウム、『求められる子ど
も家庭福祉人材の専門職養成』ということで、『市
町村の専門性向上を目指して』という講演をワー
キングのメンバーであります山縣先生、そして坂
入先生、鈴木先生にシンポジウムに登壇していた
だき、今後、市町村がどういう専門性を向上でき
るのかということを議論していただきました。
　このモデル事業を受けまして、本格的に法定化
された要対協の義務研修というのを取り組みまし
た。引き続き通信教育科の金子通信教育科長を中
心に行いました。それは 2017 年の８月２日から
８月５日の４日間で実施しました。参加したのは
４県３市、これはそれぞれの自治体から委託契約
を結びまして、本学の要対協の研修に出席して無
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事、修了すると、それぞれの自治体から修了証を
発行する、そういうような契約を結びまして、本
学の研修を受けるイコールそれぞれの自治体の研
修の代わりになりますという契約を結び、全国か
ら 106 名の方が参加しました。
　具体的にこの研修やってみて感じたことは、要
対協の調整職員として社会福祉士の方というのも
ある一定数いましたが、多いのが保健師や保育士
の方が市町村での調整機関の調整職員として従事
されている。いろいろな職員の方によって担われ
てるということが、この研修をやっていて感じた
ことになります。
　実際のカリキュラムにつきましては、資料から
は省かせていただきましたが、本学、子ども家庭
福祉の先生が複数いらっしゃいますので、私を含
めて７人の先生に関連する科目を持っていただき
ました。
　そういう要対協の研修を実施した後、この実績
等を踏まえ新たに取り組んだのが児童福祉司等義
務研修テキストに関する調査研究事業というもの
になります。これは厚生労働省の子ども家庭局が
募集してます「子ども子育て支援推進調査研究事
業」に応募して取り組んだものになりまして、実
施期間としましては 2017 年の 10 月１日から翌年
度の 18 年の３月 31 日という約半年の間で行いま
した。研究代表は金子恵美先生です。目的は、義
務化された研修についての内容の充実と共有化を
図るため、通知に示された科目、細目について共
通した取得するべき知識や技術を示し、標準のテ
キスト案を作成することです。科目であったり項
目は指定はしているけれど、具体的にどういう内
容なのかということをこの調査研究事業を通じ
て、全国のいろんな自治体で使えるようなテキス
ト案、主に講師の方が参考できるテキスト案を作
るというのが、この研究会のタスクになってまし
た。
　方法としましては全国から研究者、実践者を招
聘して研究会を開催し、標準テキスト案の内容に
関して検討しました。多くの学ぶべき内容のう
ち、限られた時間内で教示することについて、こ

の研究会では各細目、１ページにまとめるように
原稿を作って、その内容を精査しました。大切な
のは、例えば東京だったらできるけれども他の自
治体ではできないというような項目であったりと
いうことをしないで、全国どこの自治体であって
も取り組めるような内容を精査しなければならな
いということです。成果物としましては任用前講
習会のテキスト案、そして任用後研修のテキスト
案、そして要対協の担当者研修のテキスト案とい
う 3冊ということを行いまして、それぞれ科目の
中の任用前と任用後というのを内容あった場合に
は、それぞれの研修ではどういう狙いがあるのか
ということを細かく内容を示したということにな
ります。
　１回目のときに重要なところは、科目をただ単
にそれぞれの科目で検討するというのはなかなか
難しいということで、その科目からグループを作
ろうということで主に６つ、「子どもの発達」の
科目のグループ、そして「虐待対応」のグループ、
そして子ども「家庭福祉の法制度」のグループ、
そして「社会的養護」のグループ、「ソーシャルワー
クの方法」に関する科目のグループ、そして」要
対協、児相の運営」に関する科目のグループとい
うグループを作り、その中で委員を割り振りまし
て、この科目について検討してくださいというよ
うなことを第１回目の研究会で行っています。
　第１回目が 12 月に終わりました後、執筆者の
候補を上げまして年末に１回、コアになる先生を
中心にこの検討をしまして、年始、正月明けにす
ぐに各先生に執筆を依頼しました。提出していた
だいた先生方の原稿を中心に第２回目、内容を詳
しく見てみましょうということで第２回目の研究
会を行ったことになります。
　第３回目は原稿を各グループでチェックしてい
ただいて、追加するべき項目などはなかったかど
うかというのを確認していくというようなことを
しました。最終的に科目の漏れがないのか、内容
的にダブりがないのか、あと、この項目が全国共
通化しているかを確認しました。
　各研究会、メンバーは 34 人いるんですけど、
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なかなか全員がそろうということは難しく、大体、
一つの１回の研究会に 20 人前後の先生がた集ま
りました。この短い６カ月の期間でテキスト案を
３冊、作って厚生労働省の方に無事、研究会の報
告を納めることができました。
　四つ目の本学の取り組みとしましては、昨年、
第１回目、2017 年に行いました要対協研修とい
うのをさらに、こういうテキストなどの経験を積
みまして本学で実施しました。新たに学長プロ
ジェクト室という機関が創設されましたので、そ
の地域貢献センターでセンター長は金子先生で
す。期間としましては８月１日から８月４日とい
う４日間。この研修は、３県３市から委託を受け
まして職員の方を受け入れ、プラス個人参加の委
託契約のない自治体の職員の方が、自分のスキル
アップ、質の向上のために参加したいという方が
３名ほどいらっしゃいまして、計 82 名の方が研
修に参加しました。
　研修のプログラムです。テキストを作りました
ので、そのテキストの科目というのを書いていた
だいた先生を講師の担当の先生にお願いしたとい
うことがあります。本学の教員などを中心に行っ
ております。学長プロジェクト室にある災害ソー
シャルワークセンターの土屋客員准教授にも講師
をお願いしました。
　最後の本学の取り組みとしましては、前年度に
テキスト案というのを作りまして厚労省の方に提
出したんですけど、このテキスト案というのをた
だ単にホームページで公開するだけではなかなか
一般に目が触れないということで、せっかくだか
ら、いろんな方が目に触れられるように出版しよ
うということで明石書店から今年の３月に出版し
てます。内容としましては、児童福祉司研修とし
て、任用前と任用後のテキストを合冊しました。
プラス、新たに最近の動向に演習とか事例検討、
ロールプレーのやり方について加筆しました。
　そういうようなもので、このテキストというの
を『児童福祉司の研修テキスト』、副題としまし
ては『児童相談所職員向け』、そして『要保護児
童対策調整機関専門職研修テキスト』、市町村な

どの『基礎自治体職員向け』という２冊を完成さ
せております。こういうような取り組みを行って
います。
以上で私の発表になります。
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⼦ども家庭福祉分野における
研修の取り組み

（要保護児童対策調整機関専⾨職研修を中⼼に）

通信教育科 社会福祉⼠⼀般養成課程
准教授 佐⽵ 要平

⼈に向きあうソーシャルワーク
ーいま⽇本の福祉を考えるー

2

発発表表次次第第

１ 研修実施の背景
２ 本学での取り組み

①モデル事業

②第１回 要対協研修

③「児童福祉司等の義務研修テキスト作成
に関する調査研究」事業

④第２回 要対協研修

⑤『児童福祉司研修テキスト』
『要保護児童対策調整機関専門職研修テキスト』出版

３ 「子ども家庭福祉士」（仮称）の論点
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１１．．研研修修実実施施のの背背景景

①社会保障審議会児童部会（2016年３月）
『新たな子ども家庭福祉のあり方に関する専門委員会報告（提言）』

「児童福祉司については、一定基準に適合する研修の受講を義務
付けるべきである」

②「児童福祉法等の一部を改正する法律」（2016年５月）

（１）社会福祉主事から児童福祉司に任用される者については、厚
生労働大臣が定める講習会の課程の修了

（２）児童福祉司については、厚生労働大臣が定める基準に適合す
る研修の受講

（３）児童福祉法第13 条第５項に規定する指導及び教育を行う児

童福祉司については、厚生労働大臣が定める基準に適合する
研修の受講

（４）児童福祉法第25条の２第６項及び第７項に規定する要保護児

童対策調整機関に置かれた調整担当者については、厚生労働
大臣が定める基準に適合する研修の受講

4

１１．．研研修修実実施施のの背背景景

資料：2018年１２月厚生労働省子ども家庭局
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１１．．研研修修実実施施のの背背景景

資料：2018年１２月厚生労働省子ども家庭局
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１１．．研研修修実実施施のの背背景景

資料：2018年１２月厚生労働省子ども家庭局
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１１．．研研修修実実施施のの背背景景

資料：2018年１２月厚生労働省子ども家庭局

8

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ

① モデル事業【【概概要要】】
(1)要保護児童対策調整機関の専門職研修会（モデル事業）
・実施：本学通信教育科
・会場：本学清瀬キャンパス
・開催日：2017年２月25日（土）～２月26日（日）
・参加者：演習・講義 42名

シンポジウム 120名

・主催 学校法人 日本社会事業大学
・後援 一般社団法人 日本社会福祉教育学校連盟

社会福祉法人 日本保育協会
公益財団法人 資生堂社会福祉事業財団
日本子ども家庭福祉学会

・助成 全国生活協同組合連合会助成事業
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9

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
① モデル事業 【【ププロロググララムム】】

10

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
② 第１回要対協研修【【概概要要】】
(1) 2017年度要保護児童対策調整機関調整担当者研修
・実施：本学通信教育科
・会場：本学清瀬キャンパス
・開催日：2017年８月２日（水）～８月５日（土）
・参加者：４県・３市

106名



－ 18 －

11

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査

研究」 事業【【概概要要】】
・厚生労働省子ども家庭局
平成 29 年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

・実施期間：2017年10月1日～2018年３月31日
・研究代表：金子恵美（本学教授）
研究主任：佐竹要平（本学講師）

・目的：義務化された研修について、内容の充実と共有化
を図るために、通知に示された科目・細目につい
て、共通して修得する知識（ミニマム）を示す「標準
テキスト案」を作成すること

12

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査

研究」 事業【【概概要要】】

・方法：全国から研究者、実践者を招聘して研究会を開催
し、標準テキスト案の内容に関して検討した。多く
の学ぶべき内容のうち、限られた時間内で教授す
る内容について整理し、各科目の細目を１ページ
以内にまとめることとした。そして、それぞれが執
筆した原稿について、研究会において検討し、精
査した。

・成果物：①児童福祉司任用前講習会
②児童福祉司任用資格後研修
③要保護児童対策調整機関調整担当者研修

の３冊であるが、同一細目は同様の内容とし、
「任用前」と「任用後」の修得内容の違いについて
は「科目のねらい」において示した。
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２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査

研究」 事業【【委委員員】】

14

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究」 事業【【研研究究会会内内容容①①】】

平成29年12月16日（土） 11:00～17:00 於： TKP品川カンファレンスセンター
＜ 議 事次第＞

１．挨拶
２．研究会の委員・役割の確認
３．科目群の確認
４．テキスト執筆内容の検討
５．今後の研究会スケジュールの確認
６．その他
<分科会>
７．各科目のキーワードの抽出

第1グループ「子どもの発達」「虐待対応」
第２グループ「子ども家庭福祉の法制度」「社会的養護」
第３グループ「ソーシャルワークの方法」「要対協・児相の運営」

【資料】
・「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究会」委員一覧
・科目群一覧
・テキスト科目イメージ（事務局案）
・スケジュール案
・「児童福祉司等及び要保護児童対策調整機関の調整担当者の研修等の実施について」
（雇児発0331第16号・平成29年3月31日）
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２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究」 事業【【研研究究会会内内容容②②】】

平成30年１月27日（土） 11:00～17:00 於： TKP品川カンファレンスセンター
＜ 議 事 次 第 ＞
１．挨拶
２．前回の検討事項の確認
３．テキスト執筆状況
４．今後の研究会スケジュールの確認
５．その他
<分科会>
６．各科目の原稿の確認

第1グループ「子どもの発達」「虐待対応」
第２グループ「子ども家庭福祉の法制度」「社会的養護」
第３グループ「ソーシャルワークの方法」「要対協・児相の運営」

【資料】
・「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究会」委員一覧
・第２回出席者名簿
・第1回「調査研究会」における検討事項
・執筆者一覧
・スケジュール案
・テキスト執筆原稿

16

２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究」 事業【【研研究究会会内内容容③③】】

平成30年２月17日（土） 11:00～17:00 於： TKP品川カンファレンスセンター
＜ 議 事 次 第 ＞
１．挨拶
２．テキスト執筆状況
３．リーダー会議の報告
４．その他
<分科会>
５．研修毎の原稿の確認

第1グループ「子どもの発達」「子ども家庭福祉の法制度」「社会的養護」
第２グループ「ソーシャルワークの方法」「要対協・児相の運営」「虐待対応」

＜検討事項＞
・前回研究会での未確認原稿のチェック
・各科目の細目順の検討
・任用前と任用後の追加すべき内容の検討
【資料】
・「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究会」委員一覧
・第３回出席者名簿 ・研修科目群 ・スケジュール案
・「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する研究調査会」再校送付について
・要保護児童対策調整機関の専門職の到達目標と研修科目
・テキスト執筆原稿（研修毎）
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２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
③ 「児童福祉司等の義務研修テキスト作成に関する調査研究」 事業【【研研究究会会内内容容④④】】

平成30年３月17日（土） 15:00～17:00 於： TKP品川カンファレンスセンター

＜ 議 事 次第＞
１．挨拶
２．リーダー会議の報告
３．テキスト案の確認
４．その他

【資料】
・第４回出席者名簿
・テキスト案（研修毎）
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２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
④ 第２回要対協研修【【概概要要】】
(1) 2018年度要保護児童対策調整機関調整担当者研修
・実施：本学学長プロジェクト室 地域貢献センター
・開催日：2018年８月１日（水）～８月４日（土）
・参加者：３県・３市・個人参加

計 82名
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２２．．本本学学ででのの取取りり組組みみ
⑤ 『児童福祉司研修テキスト』

『要保護児童対策調整機関専門職研修テキスト』 出版
・明石書店
・B5 192ページ
・2500円（税別）
・2019年３月31日
・編集代表＝金子恵美（日本社会事業大学教授）
編 集＝佐竹要平（日本社会事業大学准教授）

安部計彦（西南学院大学教授）
藤岡孝志（日本社会事業大学教授）
増沢 高（子どもの虹情報研修センター 研修部長）
宮島 清（日本社会事業大学教授）

20
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３３ 「「子子どどもも家家庭庭福福祉祉士士」」（（仮仮称称））のの論論点点

① 資格を取り巻く環境
② 資格作成の手順
③ 資格養成の担い手
④ 資格取得者の実践の場


